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平成23年１月27日（木曜日）

午前10時41分開会

会議に付託された議案等

○福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関

する調査

○その他報告事項

・「宮崎県地域福祉支援計画」改訂（案）につ

いて

・「宮崎県国民健康保険広域化等支援方針」の

概要について

・人にやさしい福祉のまちづくり条例の見直し

について

・障害者自立支援法等の改正について

・高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫

従事者等への対応について

出席委員（７人）

委 員 長 中 野  明

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 米 良 政 美

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 濵 砂 守

委 員 外 山 良 治

委 員 図 師 博 規

欠席委員（１人）

委 員 黒 木 覚 市

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

福祉保健部次長
田 原 新 一

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
畝 原 光 男

(保健･医療担当)

こども政策局長 村 岡 精 二

部 参 事 兼
城 野 豊 隆

福 祉 保 健 課 長

医 療 薬 務 課 長 緒 方 俊

薬 務 対 策 室 長 岩 﨑 恭 子

部 参 事 兼
江 口 勝一郎

国保・援護課長

長 寿 介 護 課 長 大 野 雅 貴

障 害 福 祉 課 長 高 藤 和 洋

就 労 支 援 ・
野 﨑 邦 男

精神保健対策室長

衛 生 管 理 課 長 船 木 浩 規

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

感 染 症 対 策 監 日 高 政 典

こども政策課長 鈴 木 一 郎

こども家庭課長 川 野 美奈子

事務局職員出席者

総務課主任主事 押 川 康 成

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

ただいまから厚生常任委員会を○中野委員長

開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○中野委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時41分休憩

午前10時43分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長
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本委員会への報告事項について説明を求めま

す。なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべ

て終了した後にお願いいたします。

おはようございます。○高橋福祉保健部長

まず初めに、高病原性鳥インフルエンザへの

対応状況について御報告をいたします。

御存じのとおり、先週の１月21日に、宮崎市

の種鶏農場で、また23日に、新富町の採卵鶏農

場で、高病原性鳥インフルエンザの感染が確認

されました。

福祉保健部といたしましては、感染の疑いの

報告を受けた時点から、人への感染防止対策と

しまして、養鶏農場従事者の健康状態の把握と

予防内服の実施及び発症が疑われる場合の医療

体制の確保のほか、現在も懸命に続けられてお

ります防疫等の作業に従事する職員への感染防

止の徹底に努めております。

また、食鳥処理場に搬入される鳥の生体検査

を強化するなど、食鳥肉の安全・安心の確保に

も努めているところであります。今後も、知事

を対策本部長とする宮崎県高病原性鳥インフル

エンザ対策本部の一員として、関係機関と連携

を図りながら、福祉保健部が果たすべき役割や

業務に迅速・適切に取り組んでいくこととして

おります。委員の皆様の御理解と御協力をよろ

しくお願いいたします。詳細につきましては、

後ほど、感染症対策監から、本日、別紙で配付

しました「高病原性鳥インフルエンザの発生に

伴う防疫従事者等への対応について」により説

明をさせていただきます。

次に、お手元の厚生常任委員会資料の表紙を

めくっていただきまして、目次をごらんくださ

い。

本日は、報告事項といたしまして、１ 「宮崎

県地域福祉支援計画」改訂（案）について、２

「宮崎県国民健康保険広域化等支援方針」の概

要について、３ 人にやさしい福祉のまちづくり

条例の見直しについて、４ 障害者自立支援法等

の改正についての４件について、それぞれ担当

課長に説明させますので、よろしくお願いいた

します。私のほうからは以上でございます。

福祉保健課でございま○城野福祉保健課長

す。

「宮崎県地域福祉支援計画」改訂（案）につ

いて御報告いたします。

「厚生常任委員会資料」の１ページをお開き

ください。

この計画は、上段に記載されております「第

１章 計画策定の基本的考え方」、中段の「第

２章 地域福祉を取り巻く環境」、下段の「第

３章 基本理念及び基本目標」、２ページ以降

に記載されています「第４章 施策の推進」で

構成されております。順次内容を説明させてい

ただきます。

「計画の概要」のうち、第１章の「計画策定

の基本的考え方」についてであります。

（１）の「計画策定の趣旨等」であります。

社会福祉法において、社会福祉の新たな基本

理念として「地域福祉の推進」が規定されまし

た。これにあわせて、この推進方策として市町

村が「地域福祉計画」を、また県が市町村が行

う地域福祉の取り組みを支援するための「地域

福祉支援計画」を策定することとなっておりま

す。

（２）の「計画における行政の役割」です

が、市町村は、地域の特性を踏まえた地域福祉

施策を推進する役割を担い、県は、市町村だけ

では対応できない、例えば福祉人材の育成な

ど、広域的または専門的な課題に対応し、地域

福祉施策を支援することとしております。
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（３）の計画の期間ですが、平成23年度から

平成27年度までの５年間とします。

次に、第２章の「地域福祉を取り巻く環境」

についてであります。前回御指摘のありました

数値につきましては、県総合計画の推計と一致

させております。

（１）の少子・高齢化の進行であります。

本県の人口は平成42年には97万8,0 00人

と、100万人を割り込むと推計されており、人口

の減少が進むとともに、少子・高齢化がますま

す進行していきます。

（２）の社会福祉サービスの変化でありま

す。

福祉サービスについては、利用者がみずから

の意思でサービスを選択する契約制度へと変化

しております。また高齢者や障がい者の、施設

や病院から地域への移行が図られております。

（３）の複雑・多様化する福祉課題でありま

す。

少子・高齢化に加え、過疎化やひとり世帯の

増加等により、家族や地域での支え合い機能の

低下や虐待、自殺、孤独死などさまざまな課題

が指摘されております。

（４）の地域福祉への参加意識の高まりであ

ります。

近年、社会参加意識の高まりを背景に、ＮＰ

Ｏ、ボランティア等の市民活動は活発化する傾

向にあり、福祉分野だけでなく、子供の健全育

成やまちづくりなど、さまざまな分野へ広がり

を見せています。

次に、第３章の「基本理念及び基本目標」に

ついてであります。

（１）の基本理念は、「共に支え合い、助け

合う 安心な福祉社会づくり」であります。こ

れは住民の主体的な参加のもと、地域活動にか

かわるあらゆる人たちとの協働で紡ぐ地域の絆

により、県民だれもが住みなれた地域の中で、

自分らしく安心して生きていくことができる福

祉社会づくりを目指すという思いが込められて

います。

（２）の基本目標は、「地域福祉のビジョン

づくり」など、４つの目標を掲げております。

詳細については、第４章で御説明させていただ

きます。

２ページをお開きください。

第４章の「施策の推進」についてでありま

す。

（１）の施策の体系であります。

この体系図は、４つの基本目標ごとに柱とな

る基本的な方向、主な取り組みの項目をまとめ

ております。

個々の具体的な内容につきましては、３ペー

ジをごらんください。

（２）の施策の展開であります。

①の基本目標の「地域福祉のビジョンづく

り」であります。

これはすべての市町村が地域福祉計画を策定

し、その計画に基づいて施策が着実に推進され

るように努めるものであります。

主な取り組みとしましては、計画の未策定市

町村に対し、早期策定を促し、また策定済みの

市町村に対しては、計画の進捗状況の評価手法

や計画の進行管理等に助言を行い、計画の改訂

に向けた取り組みを支援いたします。

数値目標としましては、市町村計画は、社会

福祉法上の義務計画でないため、12市町村が未

策定であります。地域福祉を推進する上で重要

な計画でありますので、平成27年度までに全市

町村で策定できるよう市町村に強く働きかけた

いと考えております。
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次に、②の基本目標の「地域福祉を支える人

づくり」であります。

地域福祉を推進するためには、やはり一番大

事な基盤は人であります。福祉サービス提供の

中核となる社会福祉事業従事者等の確保と資質

向上を図るとともに、地域の中で指導力や調整

力を持ったキーパーソンの育成を推進します。

主な取り組みとしましては、市町村社会福祉

協議会や社会福祉施設等の職員に対し研修を行

うとともに、地域の人材や福祉サービスといっ

た地域資源を活用できる地域福祉コーディネー

ターの育成を進め、地域ごとの問題や求められ

る専門性に対応した活動ができるように支援し

ます。

民生（児童）委員の欠員地区をなくすため

に、関係者からだけでなく、ＮＰＯやボラン

ティア団体など、多方面から適任者が得られる

ような推薦方法の見直しを行います。

また、多様な主体からの参加を促進するた

め、行政と企業、ＮＰＯ、ボランティア団体等

との協働を推進します。

主な数値目標としましては、地域福祉コー

ディネーター育成人数や社会福祉研修センター

延べ受講者数、ボランティア団体数、ＮＰＯ法

人数を掲げております。

４ページをお開きください。

③の基本目標の「地域福祉サービスの基盤づ

くり」であります。

地域福祉推進の中核としての役割を担う社会

福祉協議会の充実を図るとともに、関係行政機

関や団体との連携の強化に努めます。

主な取り組みとしましては、市町村や市町村

社会福祉協議会等でのワンストップ相談窓口や

総合相談窓口などの構築の促進や、福祉・保健

・医療や教育などの関係機関の連携を強化し、

分野横断的に支援できる体制づくりに努めま

す。

また、生活課題を早期発見するために、地域

の住民組織などのさまざまな団体との連携に努

め、小地域でのきめ細やかな見守り、発見、支

援体制の充実に努めます。

数値目標としましては、総合相談所の設置と

社会福祉協議会みずからの活動指針となる地域

福祉活動計画の策定が、平成27年度までにすべ

ての社協で図られることを掲げております。

最後に、④の基本目標の「みんなで支え合う

しくみづくり」であります。

高齢者のサロン活動や見守りネットワークな

どの地域福祉サービスを、住民の参加を得なが

ら普及していくとともに、都市部を中心とした

最近の課題に対しても取り組みます。

主な取り組みとしましては、孤独死など身近

にいないと早期発見が困難な課題については、

自治会などの地縁団体、ＮＰＯ、ボランティア

などの機能的団体、見守り活動を行っている企

業等との連携を図り、地域で支え合える体制の

充実を支援します。

また、市町村が高齢者等入所施設と連携して

行う災害時の福祉避難所の指定、整備を推進し

ます。

主な数値目標としましては、すべての市町村

社会福祉協議会で小地域ネットワーク活動を実

施するよう、また、すべての市町村で福祉避難

所を設置するように取り組んでまいりたいと考

えております。

当該計画を推進することによって、全市町村

において地域福祉計画が策定され、「共に支え

合い、助け合う 安心な福祉社会づくり」とい

う概念の実現が図られるよう努力していきたい

と考えております。
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なお、説明は省略させていただきますが、計

画（案）につきましては、別添資料１として配

付しておりますので、後ほどごらんいただけた

らと思います。

福祉保健課からの説明は以上でございます。

委員会資料の５ページ○江口国保・援護課長

をお開きください。

国保・援護課から「宮崎県国民健康保険広域

化等支援方針」の概要について御報告します。

この方針につきましては、昨年11月４日に開

催されました本委員会において、策定を行うこ

とについて御報告をさせていただいたところで

ございますが、別途配付させていただきました

資料２のとおり、策定を行いましたので、概要

等につきまして御報告させていただきます。

それでは、委員会資料により御説明申し上げ

ます。

まず、１の「策定の趣旨」についてでありま

す。

市町村国保は、小規模な保険者が多く、現状

のままでは、今後、財政的に不安定になること

が懸念されております。このことから、将来に

わたり、その安定的な運営を図るためには、財

政の安定化を推進することが喫緊の課題となっ

ております。

このような中、昨年５月、国民健康保険法が

一部改正され、都道府県は国保事業の運営の広

域化または財政の安定化を推進するための市町

村に対する支援の方針である「広域化等支援方

針」を策定することができることとされたとこ

ろであります。

このため、本県におきましては、市町村等の

意見を参考としつつ、国保税の目標収納率の設

定など、財政の安定化を推進するための具体的

な施策等について取りまとめを行ったところで

ございます。

次に、２の「支援方針の概要」についてであ

ります。

まず、（１）の対象とする期間についてです

が、策定の日であります平成22年12月22日から

平成25年３月31日までといたしております。

次に、（２）の財政安定化を推進するための

具体的な施策についてですが、まず、①の保険

税の目標収納率の設定でございます。別途配付

させていただきました資料２の「支援方針」

の14ページ、最後のページになりますが、ここ

にございますように、保険者規模別に国保税の

目標収納率の設定を行いますとともに、県内す

べての市町村が目標収納率の達成を目指して取

り組むこととしております。

なお、保険者規模別の設定といたしておりま

すことから、一部の市町村におきましては、収

納率の実績が目標収納率を既に上回っている市

町村もございます。その場合におきましては、

さらなる収納率向上に努めることといたしてお

ります。また、市町村に対しまして、目標収納

率の達成状況に応じ、県は技術的な助言や勧告

を行うことといたしております。

次に、委員会資料の５ページに戻っていただ

きまして、②の県、市町村、国保連合会の共同

で取り組む事業といたしましては、ジェネリッ

ク医薬品の普及促進と収納率向上に向けての職

員研修を実施することといたしております。

次に、③の平成23年度以降に検討を行う事項

でございますが、まず、保険財政共同安定化事

業の拡充と拠出方法の見直しであります。保険

財政共同安定化事業につきましては、平成18

年10月から市町村国保間の保険料の平準化、財

政の安定化を図るため、１件の金額が30万円を

超え、80万円までの医療費について、各市町村
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からの拠出金を財源として、県単位で費用負担

を調整しておりますが、その対象とする金額の

範囲等につきまして検討を行うことといたして

おります。

次に、広域化等支援基金についてですが、こ

の基金は、昨年９月議会において、支援方針に

定める施策の実施に要する費用に充てることが

できる旨の条例改正をいただいたところでござ

いますので、基金の活用について、具体的な検

討を進めることといたしております。

そのほか、医療費通知や口座振替促進キャン

ペーンなど、県、市町村、国保連が共同で取り

組む事業とその他の取り組みについて検討を行

うことといたしております。

最後に、（３）の「公表」についてですが、

本年２月中に県公報への登載により公表を行う

ことといたしております。なお、お手元の「支

援方針」につきましては、後ほどごらんいただ

ければと考えておりますが、一つだけ訂正をお

願いいたします。

９ページの下から３行目の「40.7％」という

のがございますが、その後ろに「増加」という

字句が漏れておりますので、書き加えていただ

きますようよろしくお願いいたします。

国保・援護課からの説明は以上でございま

す。

障害福祉課分を御説明い○高藤障害福祉課長

たします。常任委員会資料の７ページをお開き

ください。

「人にやさしい福祉のまちづくり条例の見直

しについて」であります。

まず、１の「趣旨」です。

条例施行以来、思いやりのある心づくりとバ

リアフリーの施設づくりを柱としまして、人に

やさしい福祉のまちづくりを推進しております

が、さらなる福祉のまちづくりを推進するため

に、適合証の交付事務における施設設置者の負

担軽減など条例等の見直しを検討しておりま

す。

次に、２の「主な検討事項」について御説明

します。

（１）の適合証の交付については、施設設置

者の負担軽減のため、完了検査により基準に適

合していれば適合証を交付するようにし、請求

を廃止いたします。なお、下の「参考」にもあ

りますとおり、既存施設につきましては、現行

どおり請求を必要とするものです。

（２）の国等に関する特例については、現

在、必要に応じ報告を求めることとしているた

め、実情が把握しづらい状況にあります。この

ため、不要としている施設完成時の通知を義務

づけすることとします。

（３）の整備基準等については、現在、一台

でよい車いす使用者用駐車施設を駐車場の規模

に応じてふやすなど、新たな整備基準を設けま

す。また、2,000平米以上の学校、福祉保健施設

や商業施設など、よりバリアフリー化が必要な

特定公共的施設について、バリアフリー新法と

の整合性をはかるために、整備基準への適合を

努力義務から原則義務化することとしたいと思

います。

（４）の適合証の交付主体についてでありま

すが、新築等の適合証交付事務を障害福祉課か

ら原則土木事務所に変更いたします。

最後に、３の「今後のスケジュール」につい

ては、平成23年２月から３月でパブリックコメ

ントを実施しまして、５月に宮崎県障害者施策

推進協議会で審議した後、６月県議会に議案提

出を予定しております。

次に、資料の９ページをお開きください。
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障害者自立支援法等の改正についてでありま

す。

まず、１の「概要」についてです。

障害者自立支援法につきましては、国におい

て、平成25年８月までに廃止し、新たに障害者

総合福祉法（仮称）を制定することとなってお

ります。現在、障がい者制度改革推進本部等に

おいて検討がなされておりますが、新たな法を

施行するまでの措置としまして、障害者自立支

援法や児童福祉法等を改正する法律が、昨年

の12月３日に成立し、12月10日に公布をされま

した。

２の「主な改正内容」について御説明いたし

ます。

まず、（１）の利用者負担の見直しとしまし

ては、応能負担を原則とすること、それから、

障がい福祉サービスと補装具の利用者負担は、

現在、上限額が別々になっておりますが、これ

を合算して負担上限額を設けるということで利

用者負担の軽減を図るということです。

（２）の障がい者の範囲の見直しとしまして

は、以前から発達障がい者も障害者自立支援法

の対象でしたが、今回、法律に明記をされまし

た。

（３）の相談支援の充実としましては、市町

村に総合的な相談支援センターを設置できるよ

うにすること、及び自立支援協議会について法

律上の根拠を設けました。それから、サービス

計画の作成の対象者を以前から拡大しまして、

支給決定前にサービス利用計画案を作成し、支

給決定の参考とするということが決まっており

ます。

（４）の障がい児支援の強化としましては、

障がい種別等で分かれている障がい児施設を一

元化するとともに、通所サービスの実施主体を

県から市町村へ移行することとなっておりま

す。

放課後等デイサービス事業、それから保育所

等訪問支援事業を創設されております。

18歳以上の入所者につきましては、障害者自

立支援法で対応するように見直しがされており

ます。

（５）の地域における自立した生活のための

支援の充実としましては、グループホーム・ケ

アホームの利用に伴い必要となる費用の助成が

創設されることになりました。

重度の視覚障がい者の移動を支援する「同行

援護」を自立支援給付として創設することにな

りました。

最後に、３の「施行期日」については、２

の「主な改正内容」、（２）の障がい者の範囲

の見直しの部分は、昨年12月10日の公布の日に

施行されておりまして、（５）の生活支援の充

実の部分は、23年10月１日の施行が予定されま

して、それ以外は、24年４月１日施行となって

おります。

障害福祉課は以上でございます。

別にお配りしております○日高感染症対策監

１枚紙、右上に「健康増進課」と書かれたもの

をごらんください。

高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う防疫

従事者等への対応について御説明いたします。

１の「健康調査等の実施」についてですが、

海外では高病原性鳥インフルエンザが鳥と濃厚

な接触のあった人に感染した例が報告されてい

ますことから、人への感染防止対策として、発

生農場関係者の健康状態の確認や、防疫作業従

事者に対する健康調査、作業時の防護具の着脱

確認指導、及び作業終了後の10日間の健康観察

を実施しております。
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まず、（１）の養鶏農場関係者につきまして

は、発生農場を調査したところ、２カ所の農場

で６名の方が従事されており、全員の方にイン

フルエンザの症状はありませんでしたが、直接

鳥との接触があったことから、念のために抗イ

ンフルエンザウイルス薬であるタミフルを予防

投与したところであります。

また、鳥との接触があった最後の日から10日

間の健康観察を現在も行っております。

次に、（２）の防疫従事者につきましては、

①の健康調査と②の防護具の着脱確認指導を

行っております。

まず、①の健康調査ですが、防疫従事者に対

して、作業前と作業後の健康状況の面接調査を

行い、作業後の健康調査で作業中にマスクがず

れる等の感染防護に不安があった方について

は、念のためにタミフルの予防投与を行ってい

るところです。また、防疫従事者全員に対しま

して、作業終了後、10日間の健康観察を行って

いるところであります。

宮崎市佐土原町で発生しました第１例目及び

新富町で発生しました第２例目の健康調査数に

つきましては、表にお示ししているとおりでご

ざいます。なお、１月25日までに予防の目的で

タミフルの投与を行ったのは、第１例目、第２

例目、合わせまして７人となっております。

次に、②の防護具の着脱確認指導につきまし

ては、従事者をウイルスから守り、また、農場

外への拡散を防止するためには、防護具の正し

い着脱が重要となりますことから、作業現場に

おいて、従事者一人一人に対し、着脱の確認と

指導を行っているところです。

２の「医療体制の確保」につきましては、死

亡した鳥がいた汚染鶏舎で作業した方が発熱等

された場合に、念のために高病原性鳥インフル

エンザの感染を疑い、４カ所の感染症指定医療

機関で対応いただくよう依頼し、了承が得られ

たところでございます。国内では、高病原性鳥

インフルエンザの人への感染は確認されており

ませんが、防疫従事者等への対応について、万

全を期すこととしております。説明は以上でご

ざいます。

執行部の説明が終了しました。○中野委員長

報告事項について質疑はありませんか。

まず、宮崎県地域福祉支援計画の○図師委員

改訂についてなんですが、非常に内容は充実し

てきていることが理解できるところです。第３

章の基本理念の中にあります文言も、ノーマラ

イゼーションの実践を具体的にしていく内容が

示されていると思いますし、また、途中ありま

した地域福祉コーディネーターの育成につきま

しても、地域の中では高齢者サロンなり見守り

の体制を望む高齢者の方々、また老人クラブ、

それを支えたいボランティア団体の方々、点在

しているにもかかわらず、それがつながってい

ないがゆえに、うまく機能してないという実情

を地域に住みながらよく目にします。先日も地

区の老人クラブに参加してきたんですが、昼

間、地区の公民館を利用して高齢者が集う場所

をつくりたいという希望があられるんですが、

ただ、じゃ高齢者が集まってそこでお茶を飲む

だけでいいのか、できればそこに福祉の関係の

方、レクリエーションの指導ができるなり健康

体操の指導ができる方々が来てもらえればあり

がたい。また、町のほうも保健師なり看護師の

定期的な巡回をしているみたいなんですが、そ

の回数をふやしてほしいとか、もっと細かなこ

とを言えば、公民館の使用料、電気代、お茶の

茶っ葉代、茶菓子代等々の負担が高齢者には大

きくなってしまうというようなこと等々ありま
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して、ぜひこういうような計画なりコーディネ

ーターの育成がそれら諸々の問題を改善するこ

とにつながっていけばなというのを特に思って

おります。また、このコーディネーターの育成

に関しましては、恐らく今、社会福祉協議会な

り福祉関係の担当職員がそのまま講習会に来

て、講習を受けてコーディネーターの知識なり

技術を取得されるんでしょうけれども、現任者

はしょせん現任業務を持っていますので、そこ

にコーディネーター業務が上乗せになって、

じゃコーディネーター業務がどれだけ専属でで

きるのかというのは定かじゃなくて、できるこ

とならそこのコーディネーターをするための人

員を増員できるような体制が市町村でとれるの

か、また県としてそういうような指導までして

いくのか、また、指導するのであれば、必然的

に予算の獲得というところもセットで合わせて

ないと、絵にかいたもちになるのが見えてきま

すので、今後、本当の地域の末端までこういう

計画が行き届いていく、それが機能していくた

めの計画及び予算の獲得というところの方向性

をどの程度持たれているのか、そのあたりを教

えていただきたいのですが、いかがでしょう

か。

まず、コーディネーター○城野福祉保健課長

の件ですが、コーディネーターに関しまして

は、今、委員おっしゃるとおり、社会福祉協議

会の職員とか施設の職員という方が主に研修に

参加していただいて資格を与えていると。た

だ、一般の方にも門戸を開いているもんですか

ら、数は少ないんですけど、来ておられます。

地域福祉を支える上で、今後、主になってい

く、要するにキーパーソンとしてこの人たちを

育てておるんですが、そういう協議会とか施設

職員でもなく、地域で、例えば団塊の世代で、

今から社会参加をしたいという人たちに、ぜひ

参加していただいて、コーディネーターとして

地域で中心になって働いていただきたいと思い

ます。

それと予算の関係ですけど、なかなか予算が

厳しい中で、今ある地域を支える関係の予算が

あるんですが、高齢者保健福祉基金を使ってと

もに支えるという事業があるんですけど、その

中でなるべく市町村の地域福祉が進むように、

例えば先駆的な事業とかそういうことが組める

ように取り組んでいきたいと思っております。

ただ、コーディネーターの人件費とか社協にな

かなかその分だけ上乗せというような形じゃな

くて、一般の方からなるべく人を育てていきた

いというのも考えていきたいと思います。

県が主導してこれを市町村に落と○図師委員

し込んでいくわけですから、単なるペーパーが

行政関係者に回るだけでなくて、せっかくのこ

の計画ですので、血の行き渡るといいますか、

実際地域に人がつながっていくような計画づく

りをぜひ実践してほしいと思います。以上で

す。

今の図師委員とも関連することで○米良委員

すけれども、今福祉保健課長がおっしゃった支

援計画改訂については、やっぱり時代にマッチ

した改訂計画がなされようとしておるわけであ

ります。まさしく同感をするわけですけど、今

もありましたけれども、今国会でも将来社会保

障がどんどん増大をしていく、財政的に財源的

にじゃどうするのか、消費税を上げようじゃな

いか、いや、上げちゃならん、賛否両論いろい

ろある中で、金を伴った地域福祉なのか、ある

いは今課長がおっしゃるように、やっぱり人材

を養成して、地域で支え合う福祉なのかという

ことを思いますときに、さっきもありましたよ
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うに、例えば地域で、じゃ具体的にどういう人

たちが支えていくのか、口では言うけれども、

この前も私は委員会で言いましたが、例えば、

民生委員の機能と役割の問題、あるいはまた県

内何千人か、この福祉推進員もおられますけれ

ども、果たしてそういう人たちが、そういう場

面場面で機能しているのか、じゃ、その役割を

発揮していくためには、やっぱり何らかのその

人たちに対する補償といいますか、具体的に言

うと日当といいましょうか、そういうものを

やっぱり手当てをして、初めてその人たちが動

くということになりはせんかなと思うんですよ

ね。ですから、もう少し踏み込んで、福祉推進

員を例えにとっていえばですよ。そのほかに具

体的に、じゃそういう人たちのメンバーを組ん

で、この地域ではこの人たちが支え合っていく

んだよという具体的なメンバーの育成とか設定

とかいうものを考えていかないと、なかなか今

絵にかいたもちというのを図師委員がおっしゃ

いましたけれども、まさしく私もそのとおり

じゃないかなと、今までのことを見ておりまし

てもですよ。だから、市町村を指導するという

立場にある県が、そういうところまで踏み込ん

で、本当に、じゃこの地域はこういう人たちが

支え合ってありがたいなという、そういう実感

ができるような社会をつくっていかなきゃなら

んのじゃないかなと思うんですよ。そういうこ

とを考えますと、いわゆる具体的なそれに対応

するメンバーのそういう人たちを人選もしてい

くとか、こういうことに対する県の指導なり助

言というのが、特に私も必要になってくると思

うんですよ。言うはやすく行うはかたしですけ

どね。だから、金か人かということを問われた

とき、私はやっぱり図師委員もおっしゃるよう

に人だと思うんですよ。だから、その人の育成

というのをこれから強化していただきたいな

と。答えがあるかどうかわかりませんが、そう

いうことを私も常々考えておりますので、ぜひ

ひとつ、そういう対応の中で、この改訂計画の

実施に向けて努力していただきたい。何か課

長、ありますか。

市町村の指導というのが○城野福祉保健課長

もうちょっと入り込んで、前回の計画のときも

全市町村でつくるということで実際はなってい

たんですけれども、目標達成できませんでし

た。だから、まずそこを市町村がつくることに

よって、市町村の地域福祉計画というのは、各

地区ごとに人が集まって、この地区は何をしま

しょうという形でつくっておりますので、その

中でいろんな人材も発掘されているということ

もあります。だから、積極的に市町村には支援

もしながら、地域福祉計画を全市町村でできる

ように、まず努力したいと思います。

ぜひお願いします。○米良委員

ほかにありませんか。よろしい○中野委員長

ですか。

先ほど少子化の進行という説明が○外山委員

ありましたが、長計では進行していると見てい

るんですか。

長計の分析の中で、将来○城野福祉保健課長

推計と予測ということで、今後、本格的な少子

高齢化、人口減少時代を迎えるということで、

まずそういうふうに認識して、いろんな推計が

出されているというふうに考えております。

では、地域別の年少人口の将来推○外山委員

計はどうなっていますか。減っていますか。

地域ごとに宮崎・東諸県○城野福祉保健課長

とかいろいろ推計は出ております。14歳未満の

方についても、宮崎でも減っておりますし、南

那珂でも 全体的に減っていると。北諸県、―
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日向、延岡でも減っているという状況です。

ほとんどは、例えば11％から12％○外山委員

増加しているんじゃないですか。

20年後の推計ということ○城野福祉保健課長

で、全体的に14歳が15％で、ケース１とケース

２というのが御存じのようにあるかと思います

けど、それで11％、12％ということで、人口に

占める割合は減るようになっております。

例えば南那珂、ケース１が2.8、15○外山委員

歳から64歳、０歳から14歳にしても0.6、0.6で

しょう。ほとんどそういうふうになっている。

減少とは地域でもなってない。例えば西諸、0.6

％が0.7％、増加している。19ページ。

ケース１とケース２で、○城野福祉保健課長

ケース２の場合、要するに前提条件として20年

後に次の条件ということで、例えば特殊出生率

が1.85になるとか、そういう形の条件のもと

に、ケース２になった場合は、ケース１よりも

ふえると。ただし、単純推計でいくと、やっぱ

りそれでも現状より減ると。

単純推計なら長計なんか要らへん○外山委員

がな。特殊合計出生率、現在の1.6を1.8にしよ

うと長計で示しているわけでしょう。今からそ

れに向かって頑張るわけでしょう。単純推計、

議論しちょったら何のための長計かわからへん

がな。おれの言っている意味、わかりますか。

要するに、おっしゃる意○城野福祉保健課長

味はわかります。要するに行政として努力し

て、ケース２に持っていくということをおっ

しゃっておられるかと思います。

おっしゃっておられるんですわ。○外山委員

おたくがケース１のことを言っていたらおかし

いがな。今から20年はこういうふうな宮崎県を

つくるぞということで説明してもらわんと、て

げてげでいいわというような説明だったら、何

のために長計ありまんの。

当然施策として地域福祉○城野福祉保健課長

を進めるということでつくった計画で、きちん

と長計とも基本理念等は整合性をとりながら、

こちらの計画は５年ですので、つくっておりま

す。

意味がほとんどわかっちょらん。○外山委員

通じん。

委員のおっしゃること○田原福祉保健部次長

もよくわかるところでございます。ただ、私ど

もとしましては、この総合長期計画、出生率を1

.85に持っていこうという、そのための一つの計

画であると、そのために我々どうすればいいか

と、地域福祉の観点からどうしていくのかと、

一緒に1.85を努力していきましょうという中

で、この地域福祉計画もそれに向かって一緒に

努力していきましょう、だから、ここの前提と

しては、まずは現状を押さえておいて、そのた

めにこうやることで、地域福祉という観点から

はこういう取り組みをやることでそれが間接的

には1.85の実現につながっていきますというこ

とで、この計画も要するに長期計画を支える計

画の一つだというふうに私ども位置づけており

ますので、1.85に少しでも近づけるように、こ

の地域福祉計画を実現していく、そうすること

が1.85に近づくそういった道になるんではない

かという思いでつくったところでございます。

ちょっと理解ができた。最初、少○外山委員

子化傾向が今後進むと言やはったから、この人

何言うとんのと最初感じた。どうせ減少傾向に

なると思うよ。長計ではこううたっているが、

そのときおらへんからどうでもいいというわけ

にはいかないけど、やっぱり長計と個別計画の

整合性を持たせてもらわないかん、それが言い

たかった第１点。
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第２点、常任委員会資料の中で、「人にやさ

しい福祉のまちづくり条例」、10年かかりまし

た、ちょっとまともになったのが。もうちょっ

と……。平成14年だったと思うな、この計画が

できたのが。ずっと言い続けて、もっとスピー

ド感を持ってもらえんやろうかな、課長。

委員のおっしゃるとお○高藤障害福祉課長

り、平成13年の施行でございますが、今回、県

土整備部とか関係先と協議を進める中で、ここ

まで改正をできるかなというところできたとこ

ろでございまして、私ども一生懸命今後とも努

力してまいりたいと思います。

今までの努力が足らんから今後努○外山委員

力 県土整備部も一緒の庁内におるから、10―

年間歩かんと届かんようなところにはない。こ

ういうのはもっとスピード感を持って、お金が

かからへんのだから、今後十分考えてもらいた

い。

自立支援法で発達障がいが障がい者となっ

た。応益が応能に変わった。これは本当です

か。

まず、応能負担と応益負○高藤障害福祉課長

担の点から申し上げますと、法律の文言として

は、「家計の負担能力に応じて」というふうな

文言に変わっております。それを称して、国と

しては応能負担に変えたというふうに言ってお

ります。これが第１点。

それから、もう一つのほうの発達障がいにつ

きましては、今回の条文の中で明記をされると

いうことで、従来から障害程度区分に該当すれ

ば、サービスの対象にはなっておったんです

が、明確でなかったということで、今回明記を

するということになっております。

一般的におたくの説明でわかる障○外山委員

がい者はだれもおらん。自分が一番わかってな

いと思う。自分自身がわかってないから。発達

障がいでも、自閉症等は今まで障がい者だっ

た。であれば、今後、法改正で秋の国会、この

前変えたばかり。発達障がいを障がい者として

認める手帳はどういうふうに交付しますか。

従来、発達障がい者につ○高藤障害福祉課長

いて独自の手帳制度はありません。今後も独自

の手帳制度はまだ予定をされておりません。で

すから、ただ自立支援法のサービスを受けるの

に手帳は今までも前提とはなっておりません。

ですから、障害程度区分の判定が一応原則でご

ざいましたので、その部分については、今後も

変わらないのかなと思っております。

今おっしゃったでしょう。全く変○外山委員

わらんとですよ。あなた障がい者になりまし

た、なりましたとおっしゃっていましたが、全

く変わってないの。だから、あんたがだれかわ

かるような、あんたの説明でわかる人はだれも

おらんよと言うたのはそこにあるわけ。だから

もっとわかりやすく。応能になった、４分類に

分けて今までの応能と全く一緒。条文で１割負

担はあるかないか、どっちですか。

条文では上限額がありま○高藤障害福祉課長

すが、上限額に満たない場合は費用の１割とい

うのが残っております。委員が多分おっしゃる

のは、そこのところをおっしゃるんだろうと思

うんですが、その点については、国のほうは、

全体として上限額が応能になっているという理

解だろうと思います。

この分も変わってないの、ほとん○外山委員

ど。だから、一番最初の説明を聞いていると、

また変な説明しやる人やな、もうちょっと専門

家らしい説明を何でしてくれへんのんかなと聞

いておった。ということは、もともと法律がで

きたのは、一番最初は、自民党案を民主党が否
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決をした。今度は、自分たちが否決をした改正

案を自民党が３党で否決をした。にっちもさっ

ちもいかんから、一緒の案を委員長が国会に提

案をした。それから通った。何のこっちゃさっ

ぱりわからん。それで当事者団体が怒って、

せっかく地裁で控訴しておったのをみんな取り

下げて、だまし討ちを食らった。で、皆かんか

んになって怒っている。これが現状。だから、

内容についても、ほとんど変わってない。これ

をまず課長も確認しやはったからいいんです

が、別に移ります。

高病原性、おたくになっていますが、宮崎県

に渡り鳥というのは何種類ぐらいおっとです

か。

私どもは人に感染する対○日高感染症対策監

策として、鳥インフルエンザ対策をしておりま

す。インフルエンザウイルスが家畜等に発生し

ますと、そこで増殖される。そうしますと、た

くさんのウイルスが出てくるものですから、そ

こで作業しておりました人たち等を対象にウイ

ルス対策というのを考えておりまして、野鳥等

が本県に来るというところの情報等は全く持っ

ておりません。答えになりませんが、鳥が本県

に持ってくる情報は持っておりません。

人間にうつる可能性がある鳥は○外山委員

今、所掌事務のことを言うてはるわけ。―

少々のウイルスで直接人○日高感染症対策監

間にうつるということは、私どもは考えており

ませんで、いろんなところで鳥が死に出した。

ウイルスがたくさんそこにはあるのではないか

というようなところを対象に、いわゆる人対策

というものを考えております。

神宮の鶏はおたくとは関係ないと○外山委員

いうことでしょう。神宮の鶏はどこの所管です

か。

当課での担当ということ○船木衛生管理課長

ではないんですけれども。

どこの担当ですか、課で言えば。○外山委員

農政部のいわゆる野鳥と○船木衛生管理課長

同じ取り扱いで、今いろんな相談とかあった場

合には取り扱っております。

渡り鳥は農政になるんですか。○外山委員

環境森林部のほうが渡り○船木衛生管理課長

鳥関係は担当しております。

私もちょっと聞きたいんです○中野委員長

が、ちょっと整理してみてください。飛んでく

る渡り鳥、どこかの池に飛んでくる、ここの部

分が一つある。ウイルスをまた、そこで死骸が

出てくる。すると、今行くと環境、保健、農

政、林務、そこの仕分けがわかればちょっと教

えてください。

例えば、渡り鳥のカモな○船木衛生管理課長

んかが死亡しているとか、戸外で野鳥が死んで

いるとか、そういう関係につきましては、環境

森林部のほうの出先といたしましては、振興

局、こちらのほうでそういった対応をいたして

おります。

そういう当然ウイルスが出た場○中野委員長

合も向こうがやるわけですね。

いわゆる渡り鳥関係のウ○船木衛生管理課長

イルスの調査については、環境森林部のほうで

やっております。国では環境省という形になり

ます。

この鳥インフルエンザのタミフル○濵砂委員

の投与ですが、これはどういう作業をした人た

ちを対象に 殺処分はどんなして処分するん―

ですか。

死亡鶏が出た鶏舎に当然○日高感染症対策監

鳥インフルエンザウイルスが多量に発生してい

るというふうに考えております。鳥インフルエ
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ンザ、死鳥が出た鶏舎で作業に従事した方々で

防護具をつけておれば、これは感染するおそれ

はないと考えておりますが、その中で防護具が

ちょっと不十分であったと自分で思われるよう

な方、そういう方に予防投薬をしております。

それと、農業作業従事者で実際に最初に発見さ

れた方は、防護具をつけておりませんので、そ

ういう方はもしかしてウイルスを吸引したおそ

れがあるということでタミフルを投与しており

ます。

同じことなんですが、どういう作○濵砂委員

業、例えば県の職員が行って作業するじゃない

ですか。市の職員や農業団体、この方たちも対

象になっているんですか。

危険鶏舎に入られた方は○日高感染症対策監

すべて対象にしております。

管轄違いかもしれませんが、鶏は○濵砂委員

どんなふうにして殺処分するんですか。

一羽一羽鶏を捕鳥しまし○船木衛生管理課長

て、それでポリバケツみたいなものに数羽入れ

まして、それを炭酸ガスで安楽死という形で殺

処分のほうは行っているというふうに聞いてお

ります。

41万羽ですからね。はい、わかり○濵砂委員

ました。

今の関連ですが、あのシート、○中野委員長

ビニール袋の中にガス入れて、あれは違うわけ

ですかね。

殺処分した後にフレコン○船木衛生管理課長

バッグというものに全部一度入れ直して、そし

てそれを埋却していくと。ですから、テレビ中

継等で出ているものは、埋却地のほうに入れて

重機でおろしていますけれども、あれがフレコ

ンバッグというんですが、あれに入れてそして

埋却していると。いわゆる埋却地のほうへは大

きい袋に一回入れ直して埋却しているというこ

とでございます。

よろしいですか。○中野委員長

それでは、以上をもって福祉保健部を終了い

たします。執行部の皆様には大変御苦労さまで

した。

暫時休憩いたします。

午前11時43分休憩

午前11時46分再開

それでは委員会を再開いたしま○中野委員長

す。

その他何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で委員会を終了いたしま○中野委員長

す。

午前11時46分閉会




